
生駒市乳幼児医療費助成条例等の一部を改正する条例 

（生駒市乳幼児医療費助成条例の一部改正） 

第１条 生駒市乳幼児医療費助成条例（昭和４８年１０月生駒市条例第２７号） 

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「、本市に居住している者で、かつ」を削り、「除く｡)」の 

次に「とし、この場合においての乳幼児は、本市に住所を有する者」を加え、 

同条第２項を削る。 

第３条第１項中「負担すべき額」を「負担した額」に改め、「、附加給付額 

」を削り、同条第２項及び第３項を削る。 

第４条第２項中「医療機関等」を「市長の指定する病院若しくは診療所又は 

薬局等」に改める。 

第７条の２を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（受給資格等の停止） 

第７条の２ 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象となる者として認定し 

た対象者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたとき 

は、当該対象者の受給者資格及び助成金の支給を停止することができる。 

（生駒市母子医療費助成条例の一部改正） 

第２条 生駒市母子医療費助成条例（昭和５３年９月生駒市条例第３１号）の一 

部を次のように改正する。 

第３条第１項中「負担すべき額」を「負担した額」に改め、「、附加給付額 

」を削り、同条第３項及び第４項を削る。 

第４条第２項中「医療機関等」を「市長の指定する病院若しくは診療所又は 

薬局等」に改める。 

第７条の２を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（受給資格等の停止）



第７条の２ 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象となる者として認定し 

た対象者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたとき 

は、当該対象者の受給者資格及び助成金の支給を停止することができる。 

（生駒市老人医療費助成条例の一部改正） 

第３条 生駒市老人医療費助成条例（昭和４６年１２月生駒市条例第３３号）の 

一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「６５歳以上７０歳未満の者」を「昭和１０年８月２ 

日から昭和１５年７月３１日までの間に生まれた者で７０歳未満のもの」に改 

め、同条第２項中「６５歳以上７０歳未満の者とは、６５歳に達する日の属す 

る月の初日から」を「７０歳未満の者とは､｣に改める。 

第３条第１項中「負担すべき額」を「負担した額」に改め、「第２８条」の 

次に「及び第４６条の８」を加え、「、附加給付額」を削り、同条第２項及び 

第３項を削る。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第４条第２項中「医療機関等」を「市長の指定する病院若しくは診療所又は 

薬局等」に改める。 

第７条の２を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（受給資格等の停止） 

第７条の２ 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象となる者として認定し 

た対象者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたとき 

は、当該対象者の受給者資格及び助成金の支給を停止することができる。 

附則第２項を附則第３項とし、附則第１項の見出しを「（施行期日等）」に 

改め、同項の次に次の１項を加える。 

２ この条例は、平成２２年７月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日 

までに受けた医療に対する医療費の助成については、この条例は、同日後に



おいても、なおその効力を有する。 

（生駒市心身障害者医療費助成条例の一部改正） 

第４条 生駒市心身障害者医療費助成条例（昭和４７年３月生駒市条例第２号） 

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「老人保健法（昭和５７年法律第８０号）第２５条第１項第 

２号に該当するに至るまでの者（６５歳において同号に該当しないものにあっ 

ては、生駒市老人医療費助成条例（昭和４６年１２月生駒市条例第３３号）第 

２条に該当するに至るまでの者とする｡)をいう」を「６５歳に達する日の属す 

る月の末日までの者とする」に改める。 

第３条第１項中「負担すべき額」を「負担した額」に改め、「、附加給付額 

」を削り、同条第２項及び第３項を削る。 

第４条第２項中「医療機関等」を「市長の指定する病院若しくは診療所又は 

薬局等」に改める。 

第７条の２を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（受給資格等の停止） 

第７条の２ 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象となる者として認定し 

た対象者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたとき 

は、当該対象者の受給者資格及び助成金の支給を停止することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の生駒市乳幼児医療費助成条例の規定、改正後の生駒市母子医療費助 

成条例の規定、改正後の生駒市老人医療費助成条例の規定（附則第２項の規定 

を除く｡)及び改正後の生駒市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の



施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行 

われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

○お問い合わせ先 国保年金課福祉医療係（内線７８８）


